
 

 
 
 

和 解 契 約 書（全部） 

原子力損害賠償紛争解決センター平成○○年（東）第○号事件（以下「本件」

という。）について，申立人Ⅹ１，同Ⅹ２及び同Ⅹ３（以下「申立人ら」とい

う。）と被申立人東京電力株式会社（以下「被申立人」という。）は，次のと

おり和解する。 

１ 和解の範囲 

申立人ら及び被申立人は，本件に関し，下記の損害項目について和解するこ

ととし，それ以外の点については，本和解の効力が及ばないことを相互に確認

する。 
記 

⑴ 申立人Ⅹ１ 
損害項目  避難にかかる精神的損害 
期  間  自 平成２３年３月１１日 至 平成２６年３月３１日 

⑵ 申立人Ⅹ２ 
損害項目  避難にかかる精神的損害 
期  間  自 平成２３年３月１１日 至 平成２４年８月３１日 

⑶ 申立人Ⅹ３ 
損害項目  避難にかかる精神的損害 
期  間  自 平成２３年３月１１日 至 平成２６年３月３１日 

２ 和解金額 

⑴ 申立人Ⅹ１ 
被申立人は，申立人Ⅹ１に対し，第１項⑴記載の損害項目についての和解

金として，金４，８７０，０００円の支払義務のあることを認める。 
⑵ 申立人Ⅹ２ 

被申立人は，申立人Ⅹ２に対し，第１項⑵記載の損害項目についての和解

金として，金２，００６，０００円の支払義務のあることを認める。 
⑶ 申立人Ⅹ３ 

被申立人は，申立人Ⅹ３に対し，第１項⑶記載の損害項目についての和解

金として，金３，７２０，０００円の支払義務のあることを認める。 
３ 既払金の控除 
⑴ 申立人Ⅹ１ 

被申立人は，申立人Ⅹ１に対し，第２項⑴記載の和解金４，８７０，００

０円から既払金１，８２０，０００円を差し引いた残金３，０５０，０００

円の支払義務のあることを認める。 
⑵ 申立人Ⅹ２ 

被申立人は，申立人Ⅹ２に対し，第２項⑵記載の和解金２，００６，００

０円から既払金１，８２０，０００円を差し引いた残金１８６，０００円の

支払義務のあることを認める。 

旧緊急時避難準備区域（南相馬市原町区）から避難した申立人らについて、

子が避難先で高校に入学したことから、子が高校を卒業するまで子及び母親

に避難継続の必要性を認め、平成２６年３月までの避難慰謝料が賠償された

事例。 
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⑶ 申立人Ⅹ３ 
被申立人は，申立人Ⅹ３に対し，第２項⑶記載の和解金３，７２０，００

０円から既払金２，１７０，０００円を差し引いた残金１，５５０，０００

円の支払義務のあることを認める。 
４ 支払方法 
  （省略） 

５ 清算 
⑴ 申立人らと被申立人は，第１項記載の損害項目（同項記載の期間に限る。）

について，以下の点を相互に確認する。 
ア 本和解に定める金額を超える部分につき，本和解の効力が及ばず，申立

人らが被申立人に対して別途損害賠償請求することを妨げない。 
イ 本和解に定める金額に係る遅延損害金につき，申立人らは被申立人に対

して別途請求しない。 
⑵ 申立人らと被申立人は，第１項⑴及び⑶記載の損害項目の対象期間以降の

損害の存否及びその金額については，本和解の対象外であり，申立人らが被

申立人に対して別途損害賠償請求することを妨げないことを相互に確認す

る。 
６ 手続費用 

本件に関する手続費用は，各自の負担とする。 

 

本和解の成立を証するため，本和解契約書を２通作成し，申立人ら及び被申

立人が署名（または記名）押印の上，申立人ら及び被申立人が各１通を保有す

るものとする。また，被申立人は，本和解契約書の写し１通を，原子力損害賠

償紛争解決センターに交付する。 

平成２６年１月１５日 
 
 
（仲介委員 髙橋一郎） 


